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 第１２章 物資

概 要

新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延するおそれが  

あり、感染症対策物資等の急激な利用の増加が見込まれる。感染症対策物資等24の  

不足により、医療、検査等の円滑な実施が滞り、市民の生命及び健康への影響が生じ

ることを防ぐことが重要である。

このため、感染症対策物資等が、医療機関をはじめとする関係機関で十分に確保さ

れるよう、平時から備蓄等の推進や円滑な供給に向けた対策等を講ずることが重要で 

ある。

新型インフルエンザ等の発生時に、市内の感染症対策物資等の需給状況の把握を 

行い、必要に応じて医療機関等で必要な感染症対策物資等が確保されるよう取組む。

 
24 感染症法第 53 条の 16 第１項に規定する医薬品（薬機法第２条第１項に規定する医薬品）、医療機器（同条第４項に規定 

   する医療機器）、個人防護具（着用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具）、その他 

   の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物資及び資材。 
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 準備期

 国の取組

・ 必要な感染症対策物資等の備蓄・配置を推進する。

・ 有事において関係事業者への生産要請や指示を円滑に実施するため必要な体制

を整備する。

 県の取組

・ 国が定める個人防護具について必要となる備蓄品目25や備蓄水準26を踏まえて 

備蓄する。

 市の取組 

感染症対策物資等の備蓄等

〇 市はその所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に必要な感染

症対策物資等を備蓄等するとともに、定期的に備蓄状況等を確認する。特に、最初

に感染者に接触する可能性のある保健所職員や救急隊員等のための個人防護具の

備蓄を進める。

〇 上記の備蓄については、災害対策基本法の規定27による物資及び資材の備蓄と 

相互に兼ねることができる。また、医療機関、高齢者施設等でのクラスターの発生 

など、不測の事態に備えて必要な個人防護具を速やかに調達できる体制を検討する。

 
25

 個人防護具の備蓄品目は、５物資（医療用（サージカル）マスク、N95 マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、 

    非滅菌手袋）。 

26
 個人防護具の備蓄水準は、以下のとおり 

   
27

 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 49 条、特措法第 11 条 
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 初動期

 国の取組

・ 準備期に備蓄した感染症対策物資等の備蓄状況を確認28するとともに、感染症 

対策物資等の需給状況を確認の上、必要に応じて、流通調整や生産要請を適切に

行う。

 県の取組

・ 感染症対策物資等の需給状況の確認を適切に行うことにより、有事に必要な感染

症対策物資等を確保する。

 

 市の取組 

 

感染症対策物資等の備蓄等

〇 市はその所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に必要な   

感染症対策物資等の使用状況や、在庫・配置状況を随時確認する。

 
28 G-MIS（Gathering Medical Information System の略）は、全国の医療機関等から、医療機関等の稼働状況、病床

や医療スタッフの状況、受診者数、検査数、医療機器（人工呼吸器等）や医療資材（マスクや防護服等）の確保状況等を一元的に

把握・支援するシステム。 
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 対応期

 国の取組

・ 準備期に備蓄した感染症対策物資等の備蓄状況を確認するとともに初動期に引き

続き、感染症対策物資等の需給状況を確認の上、必要に応じて、流通調整や生産 

要請を適切に行う。

・ 都道府県や協定締結医療機関の個人防護具の備蓄状況等や生産事業者等への 

生産要請等を踏まえてもなお、個人防護具が不足するおそれがある場合等は   

不足する地域や医療機関に対し、必要な個人防護具の配布を行う。29

 県の取組

・ 協定締結医療機関の個人防護具の備蓄状況等を踏まえてもなお、個人防護具が 

不足するおそれがある場合等は、不足する医療機関等に対し、必要な個人防護具

の配布を行う。

 

 市の取組 

 

感染症対策物資等の備蓄等

〇 市はその所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に必要な感染

症対策物資等の使用状況や、在庫・配置状況を随時確認する。

〇 新型インフルエンザ等緊急事態において、必要な物資及び資材が不足するときは

国、県、市町村、指定（地方）公共機関等の関係機関が備蓄する物資及び資材を互い

に融通する等、物資及び資材の供給に関し相互に協力するよう努める。

 
29

  個人防護具の備蓄水準については、以下の考え方を基本とする。 

 

協定締結医療機関 ： 備蓄の推進 

都道府県  ： 初動１か月分の備蓄の確保 

国   ： ２か月目以降供給回復までの間の備蓄の確保 
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